
市
会
計
年
度
任
用
職
員�

（
集
落
支
援
員
）

▼
募
集
人
数　
１
人

▼
雇
用
期
間　

４
月
１
日
～
令

和
９
年
３
月
31
日　

※
業
務
実

績
な
ど
に
よ
り
更
新
あ
り

▼
勤
務
場
所　
市
内
小
学
校

▼
業
務
内
容　
学
校
司
書
業
務
・

地
域
に
お
け
る
読
書
活
動
の
推
進

▼
応
募
資
格　

普
通
自
動
車
運

転
免
許
を
有
す
る
方　

※
司
書

ま
た
は
司
書
教
諭
の
資
格
も
し
く

は
社
会
教
育
主
事
と
な
る
資
格
の

い
ず
れ
か
を
有
し
て
い
れ
ば
な
お

良
し

▼
報
酬
・
手
当
て
な
ど　
月
額
22

万
９
１
０
０
円　
※
市
給
与
条
例

に
基
づ
き
賞
与
や
通
勤
手
当
な

ど
を
別
途
支
給
、社
会
保
険
・
雇

用
保
険
に
加
入

▼
勤
務
時
間　

午
前
８
時
～
午

後
４
時
の
間
の
７
時
間　
週
35
時

間（
祝
日
、年
末
年
始
を
除
く
月

〜
金
曜
日
）

▼
応
募
書
類　

①
学
務
課
に
備

え
付
け
、ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、３
カ
月

以
内
に
撮
影
し
た
写
真
を
貼
り
、

次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。②
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介

状
③
普
通
自
動
車
運
転
免
許
の

写
し（
司
書
ま
た
は
司
書
教
諭
の

資
格
も
し
く
は
社
会
教
育
主
事
と

な
る
資
格
の
い
ず
れ
か
を
有
し
て

い
る
方
は
修
了
証
な
ど
の
写
し
）

▼
応
募
期
限　

３
月
17
日
㈫　

正
午
ま
で（
郵
送
は
当
日
必
着
）

▼
試
験
日　
別
途
応
募
者
に
通
知

▼
試
験
内
容　
面
接

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

８
６
５
０　
深
川
市
２
条
17
番
17

号　
学
務
課
管
理
係（
㉘
番
窓
口

／
☎
２
６
・
２
３
３
２
）

市
農
業
委
員
会
委
員

▼
募
集
人
数　
27
人

▼
任
期　

７
月
20
日
～
令
和
11

年
７
月
19
日（
３
年
間
）

▼
対
象　

農
業
に
関
す
る
識
見

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
た
方
は
、こ
れ
ま
で

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
を
年
金

か
ら
の
天
引
き
や
口
座
振
替
で

納
め
て
い
た
場
合
で
も
、最
初
は

納
付
書
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
令
和
７
年
７
月
に

送
付
し
た
保
険
料
額
決
定
通
知
書

（
納
入
通
知
書
）を
も
う
一度
確
認

し
、納
め
忘
れ
が
あ
れ
ば
至
急
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
預

貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き

落
と
さ
れ
る
口
座
振
替
に
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
口
座
振
替

を
希
望
す
る
場
合
は
、預
貯
金
通

帳
と
通
帳
使
用
印
を
持
参
の
上
、

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
・
問
合
先　
市
民
生
活
課

保
険
年
金
係（
6
番
窓
口
／
☎
２

６
・
２
１
３
３
）

を
有
し
、農
地
な
ど
の
利
用
の
最

適
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項
、そ

の
他
の
農
業
委
員
会
の
所
掌
に

属
す
る
事
項
に
関
し
、そ
の
職
務

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
方

で
、次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

方
①
破
産
手
続
き
開
始
の
決
定

を
受
け
て
復
権
を
得
て
い
な
い
方

②
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、ま
た

は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
方
③
市
暴
力
団
の

排
除
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団

関
係
事
業
者

▼
報
酬　
月
額
３
万
９
６
０
０
円

▼
推
薦
・
応
募
方
法　

農
政
課
・

農
業
委
員
会
事
務
局
・
市
役
所
各

支
所
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、持

参
・
郵
送
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
推
薦
・
応
募
期
間　
３
月
６
日

㈮
～
４
月
６
日
㈪（
郵
送
は
当
日

必
着
）

▼
そ
の
他　
詳
し
く
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
市
農
業
委
員
会

委
員
募
集
要
項
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
推
薦
・
応
募
・
問
合
先　

〠
０

７
４
ー
８
６
５
０　
深
川
市
２
条

17
番
17
号　
農
政
課
農
政
係（
㉔

番
窓
口
／
☎
２
６
・
２
２
５
５
）

市長コラム

▼令和８年度割引額

支 払 方 法現金・クレジットカード納付口座振替

当月末振替 － 60円
６カ月前納 870円 1,220円
１ 年前納 3,820円 4,510円
２ 年 前 納 16,010円 17,370円

令
和
８
年
度�

国
民
年
金
保
険
料

　

令
和
８
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、こ
れ
ま
で
よ
り
４
１
０

円
引
き
上
げ
ら
れ
、月
額
１
万
７

９
２
０
円
に
な
り
ま
す（
付
加
年

金
は
、こ
れ
ま
で
ど
お
り
月
額
４

０
０
円
）。国
民
年
金
は
、保
険
料

を
ま
と
め
て
前
払
い
す
る
と
左
表

の
と
お
り
割
り
引
き
に
な
る「
前

納
割
引
制
度
」を
設
け
て
い
ま
す

の
で
、ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

市
民
生
活
課
保
険

年
金
係（
6
番
窓
口
／
☎
２
６
・

２
１
３
３
）／
砂
川
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課（
☎
０
１
２
５
・
５

２
・
２
１
４
４
）

産
前
産
後
期
間
国
民
年
金�

保
険
料
免
除
制
度

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

が
出
産
す
る
場
合
、出
産
前
後
の

一定
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
さ
れ
ま
す
。
免
除
を
受
け
た

期
間
は
、保
険
料
を
納
付
し
た
も

の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

額
に
反
映
し
ま
す
。
必
要
書
類
な

ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
は
出
産
予
定
日
の

６
カ
月
前
か
ら
可
能
で
す
。

▼
対
象　

国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
の
方

▼
免
除
さ
れ
る
期
間　

出
産
予

定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月

の
前
月
か
ら
４
カ
月
間（
多
胎
妊

娠
の
場
合
は
出
産
予
定
日
ま
た
は

出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ
月
前

か
ら
６
カ
月
間
）

▼
申
請
・
問
合
先　
市
民
生
活
課

保
険
年
金
係（
6
番
窓
口
／
☎
２

６
・
２
１
３
３
）／
砂
川
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課（
☎
０
１
２
５
・

５
２
・
２
１
４
４
）

令
和
８
年
度
固
定
資
産�

課
税
台
帳
の
縦
覧
・
閲
覧

【
縦
覧
】

▼
期
間　
４
月
１
日
～
５
月
31
日

の
月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

▼
対
象　
固
定
資
産
税
の
納
税
者

（
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
は
縦
覧

で
き
ま
せ
ん
）

【
閲
覧
】

▼
期
間　

４
月
１
日
以
降
の
月

～
金
曜
日（
祝
日
、年
末
年
始
を

除
く
）

▼
対
象　
固
定
資
産
の
所
有
者

▼
内
容　
本
人
所
有
資
産
の
全
部

【
共
通
事
項
】

▼
持
ち
物　
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の（
自
動
車
運
転
免
許
証
な
ど
）

▼
場
所
・
問
合
先　
税
務
財
政
課

課
税
係（
9
番
窓
口
／
☎
２
６
・

２
１
６
６
）

自
動
車
税（
種
別
割
）の�

住
所
変
更
手
続
き
を

　
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、４
月

１
日
現
在
の
登
録
に
基
づ
い
て
課

税
さ
れ
る
税
金
で
す
。
次
の
場
合

は
運
輸
支
局
で
登
録
手
続
き
が

必
要
で
す
。
①
住
所
が
変
わ
っ
た

と
き（
変
更
登
録
）②
自
動
車
を

売
買
し
た
と
き（
移
転
登
録
）③
自

動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き

（
抹
消
登
録
）

▼
そ
の
他　
令
和
８
年
度
の
納
税

通
知
書
が
正
し
く
届
く
よ
う
に
、

３
月
中
に
変
更
登
録
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
変
更
登
録
が
間

に
合
わ
な
い
と
き
は
、札
幌
道
税

事
務
所
に
連
絡
す
る
か
、北
海
道

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://www.

pref.hokkaido.lg.jp/sm
/zim

/
address/

）で
納
税
通
知
書
の
送

付
先
変
更
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

野
犬
捕
獲
処
分
を
実
施

　

市
畜
犬
取
締
及
び
野
犬
掃
と

う
条
例
に
基
づ
き
、野
犬
捕
獲
処

分
を
実
施
し
ま
す
。
人
な
ど
へ
の

危
害
防
止
の
た
め
、野
犬
と
放
し

飼
い
の
犬
は
捕
獲
な
ど
の
処
分
の

対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、家
庭
で

飼
っ
て
い
る
畜
犬
は
、絶
対
に
放

し
飼
い
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
実
施
期
間　

４
月
１
日
㈬
か

ら
１
年
間

▼
実
施
区
域　
市
内
全
域

▼
実
施
方
法　
捕
獲
、薬
殺

▼
そ
の
他　
近
年
、未
登
録
で
犬

（
室
内
犬
を
含
む
）を
飼
っ
て
い
る

方
が
い
ま
す
。登
録
し
て
い
な
い
場

合
は
20
万
円
以
下
の
罰
金
が
科

せ
ら
れ
ま
す
の
で
、畜
犬
登
録
を

申
請
し
、交
付
さ
れ
た
鑑
札
を
犬

の
首
輪
に
付
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

市
民
生
活
課
環
境

衛
生
係（
7
番
窓
口
／
☎
２
６
・

２
４
４
４
）

さ
い
。

▼
問
合
先　

札
幌
道
税
事
務
所

自
動
車
税
部（
☎
０
１
１
・
７
４

６
・
１
１
９
０
）

市
長

コラム

　
先
月
23
日
、文
化
交
流
ホ
ー
ル「
み・らい
」で
、深
川
市
民
演
劇

祭
が
開
催
さ
れ「
Ｕ
Ｒ
Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
88
」が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。こ
の

作
品
は
、今
回
演
出
し
た
菊
地
清
大
氏
が
主
宰
す
る「
ミュー
ジ
カ

ル
☆
工
夢
店
」が
平
成
18
年
に
公
演
し
た
作
品
の
再
演
で
、市
内

の
劇
団
の
ほ
か
、昨
年
40
年
の
歴
史
に
幕
を
下
ろ
し
た
拓
大
ミュ

ー
ジ
カ
ル
関
係
者
や
拓
大
Ｏ
Ｂ・Ｏ
Ｇ
も
加
わ
り
、世
代
を
超
え
た

舞
台
と
な
り
ま
し
た
。

　
物
語
は
、一已
屯
田
兵
村
で
禁
じ
ら
れ
てい
た
稲
作
に
挑
戦
し
た

中
村
久
作（
史
実
で
は
伊
藤
兼
太
郎
氏
）を
描
い
た
も
の
で
す
。深

川
市
史
に
よ
り
ま
す
と
、伊
藤
氏
は
明
治
28
年
に
三
重
県
か
ら
入

植
し
、翌
29
年
に
湿
地
で
麦
や
大
豆
の
栽
培
に
不
向
き
な
堺
川
沿

い
の
ヤ
チ（
現
在
の一已
中
学
校
付
近
）に
お
い
て
、禁
を
破
っ
て
稲

の
作
付
け
を
し
ま
し
た
。
上
司
の
小
隊
長
は「
畑
に
な
ら
な
い
湿

地
だ
か
ら
や
む
を
得
な
い
」と
黙
認
し
た
た
め
、部
下
が
禁
忌
を
犯

し
た
責
任
を
負
い
、20
日
間
の
禁
足
処
分
を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。し
か
し
、翌
30
年
に
上
司
は
伊
藤
氏
に「
殊
勲
甲
」の

賞
詞
を
与
え
、伊
藤
氏
は
そ
の
米
の一部
を
献
上
手
続
き
し
ま
し

た
。そ
の
行
為
が
称
え
ら
れ
、宮
中
か
ら
銀
杯
が
下
賜
さ
れ
た
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
日
、日
本
有
数
の
米
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
深
川
の
礎
に
は
、１

３
０
年
以
上
前
に
コ
メ
づ
く
り
に
挑
戦
し
た
先
人
た
ち
の
努
力
が

あっ
た
こ
と
を
、改
め
て
感
じ
る
公
演
で
し
た
。

0607

健
康
・
福
祉
・
医
療

税

・

年

金

暮

ら

し

教
育
・
仕
事

採
用
・
募
集

　

教
育
・
仕
事

　

暮

ら

し

　

税

・

年

金

　

健
康
・
福
祉
・
医
療

　

採
用
・
募
集



市
立
病
院
設
備
点
検
の
た
め�

院
内
停
電
を
実
施

　
市
立
病
院
で
は
、電
気
設
備
の

年
次
点
検
の
た
め
院
内
停
電
を

実
施
し
ま
す
。入
院
病
棟
な
ど
の一

部
を
除
い
て
医
療
機
器
な
ど
を
停

止
す
る
た
め
、通
常
の
診
療
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時　

３
月
26
日
㈭　

午
後

９
時
～
11
時（
予
定
）

▼
問
合
先　

市
立
病
院
管
理
課

総
務
医
事
係（
☎
２
２
・
１
１
０

１
）油

の
流
出
事
故
に
注
意

　

例
年
、融
雪
期
に
は
河
川
へ
の

油
の
流
出
事
故
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
河
川
へ
の
油
の
流
出
は
、下

流
の
農
・
漁
業
や
上
水
道
に
影
響

を
与
え
る
な
ど
、重
大
事
故
に
つ

な
が
り
、事
故
処
理
に
要
す
る
費

用
は
原
因
者
の
負
担
と
な
り
ま
す

（
数
十
万
円
～
数
百
万
円
の
負
担

例
あ
り
）。油
タ
ン
ク
の
転
倒
や
配

管
の
切
断
な
ど
に
よ
る
油
の
流
出

事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
施
設
な

ど
の
点
検
整
備
を
行
い
、み
ん
な
で

協
力
し
て
河
川
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
先　

都
市
建
設
課
維
持

管
理
係（
㉓
番
窓
口
／
☎
２
６
・

２
３
１
３
）

「
道
路
の
危
険
箇
所
」�

連
絡
の
お
願
い

　
市
で
は
、安
全
で
快
適
な
道
路

環
境
を
維
持
す
る
た
め
、市
道
の

点
検
調
査
と
維
持
管
理
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
が
、管
理
す
る
道

路
の
総
延
長
は
６
９
０
㎞
を
超

え
、細
部
ま
で
行
き
届
か
な
い
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
道
路
の
安
全

性
確
保
の
た
め
、舗
装
道
路
の
段

差
・
穴
ぼ
こ
や
路
肩
の
り
面
の
崩

壊
な
ど
、道
路
の
危
険
箇
所
や
異

常
を
発
見
し
た
場
合
は
、連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
連
絡
先　

都
市
建
設
課
維
持

管
理
係（
㉓
番
窓
口
／
☎
２
６
・

２
３
１
３
）

林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
を�

運
用
し
ま
す

　
昨
年
、大
船
渡
市
で
発
生
し
た

大
規
模
な
林
野
火
災
を
踏
ま
え
、

一定
の
気
象
条
件
に
達
し
た
と
き
に

「
林
野
火
災
注
意
報
」
や「
林
野

火
災
警
報
」を
発
令
し
ま
す
。
発

令
中
は
、対
象
と
な
る
区
域
内
で

た
き
火
や
火
入
れ
、喫
煙
な
ど
の

「
火
の
使
用
」が
制
限
さ
れ
ま
す
。

▼
運
用
期
間　
毎
年
３
月
～
６
月

▼
対
象
区
域　
市
内
の
国
有
林
、

道
有
林
、市
町
村
有
林
お
よ
び
私

有
林
な
ど
の一般
民
有
林

▼
周
知
方
法　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
、
車
両
広
報

な
ど

▼
そ
の
他　
林
野
火
災
は
人
命
や

森
林
資
源
に
甚
大
な
被
害
を
及

ぼ
し
ま
す
。
火
の
取
り
扱
い
に
は

十
分
注
意
し
、発
生
防
止
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
先　

消
防
署
予
防
課
予

防
係（
☎
２
２
・
２
８
１
４
）

危
な
い
！
ダ
ム
か
ら
の
水
に�

注
意
し
ま
し
ょ
う

　

雨
竜
川
上
流
の
鷹
泊
ダ
ム
で

は
、雪
解
け
水
な
ど
で
ダ
ム
に
流

れ
て
く
る
水
が
非
常
に
多
く
な
っ

た
と
き
や
発
電
に
必
要
な
と
き
に

川
に
水
を
流
し
ま
す
。こ
の
た
め

川
の
水
が
増
え
危
険
な
状
態
に
な

り
ま
す
の
で
、川
遊
び
や
魚
釣
り

を
す
る
方
は
十
分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。ま
た
、ダ
ム
か
ら
水
を
流

す
と
き
は
音
声
放
送
と
サ
イ
レ
ン

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、河
原
や

川
の
中
に
入
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

北
海
道
企
業
局
鷹

泊
発
電
管
理
事
務
所（
☎
２
８
・

２
２
６
１
）警

察
官
を
募
集

▼
資
格　
日
本
国
籍
を
有
し
、平

成
６
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
21
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

▼
第
１
次
試
験
日　
４
月
26
日
㈰

▼
応
募
期
限　
４
月
10
日
㈮
ま
で

令和７年　深川市の交通事故概況令和７年　深川市の交通事故概況
【事故類型別件数】

類型別 追突追突 人・自転人・自転
車×車両車×車両

出会出会
い頭い頭

正面正面
衝突衝突

右左右左
折時折時

車両車両
単独単独 その他その他

発生件数 ６件 ６件 ５件 ３件 ２件 ０件 １件
構成率 26.1% 26.1% 21.7% 13% 8.7% 0% 4.4%
前年比 ー３ ±０ ー８ ＋２ ー１ ±０ ＋１

【事故違反別件数】

違反別 安全運転安全運転
義務違反義務違反 一時不停止一時不停止 信号無視信号無視 その他のその他の

違反・不明違反・不明
発生件数 11件 ４件 １件 ７件
構成率 47.8% 17.4% 4.4% 30.4%
前年比 ±０ ー４ ー３ ー２

　市内では、令和７年の１年間に23件の人身交通事
故が発生し、前年と比較して９件減少しました。また、
事故による負傷者は24人で前年より14人減少しまし
たが、２月と12月に死亡事故が発生し「交通事故死
ゼロ」を達成することができませんでした。
　事故の原因では、安全運転義務違反が１１件で全
体の約半数を占めており、次に一時不停止などが４
件となっています。
　安全運転義務違反の内訳としては、前方不注意が
６件、動静不注視が２件、前左右確認、ブレーキ操
作、後方不確認が１件となっています。
　運転手の不注意による事故が多いので、安全確認
を怠らないようにし、体調が優れないときや悪天候の
ときは運転を控えるようにしましょう。運転時は、常
に歩行者優先を心掛け、交通ルールを守りましょう。

問合先　総務課自治防災係（問合先　総務課自治防災係（㉞㉞番窓口／☎26-2215）番窓口／☎26-2215）

▼
そ
の
他　
応
募
方
法
な
ど
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
・
問
合
先　
旭
川
方
面
深

川
警
察
署
警
務
課（
☎
２
３
・
０

１
１
０
）

介護保険と税控除介護保険と税控除
介護保険サービスの利用料と医療費控除介護保険サービスの利用料と医療費控除

介護報酬の介護報酬の
１～３割負担１～３割負担 食費食費 居住費居住費

施
設
サ
ー
ビ
ス

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

○ ○ ○
（支払額の２分の１が控除対象）

介護老人保健施設 ○ ○ ○
介護医療院 ○ ○ ○

居
宅
サ
ー
ビ
ス

居
宅
サ
ー
ビ
ス

医療系居宅（介護予防）サービス
訪問看護、訪問リハビリテーシ
ョン、居宅療養管理指導など ○ ― ―

通所リハビリテーション ○ ○ ―
短期入所療養介護（ショート
ステイ） ○ ○ ○
福祉系居宅（介護予防）サービス
訪問介護、訪問入浴介護、通
所介護 △ ― ―

短期入所生活介護（ショート
ステイ） △ × ×

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

地域密着型介護老人福祉施設 ○ ○ ○
（支払額の２分の１が控除対象）

夜間対応型訪問介護、認知症
対応型通所介護（介護予防）、
地域密着型通所介護、小規模
多機能型居宅介護（介護予防）
など

△ ― ―

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護 ※ ― ―

　介護保険を利用して支払ったサービスの自己負担額の一部は、
下表のとおり所得税や住民税（市民税・道民税）を計算する際の医
療費控除の対象になります。

⿠○…該当
⿠×…非該当
⿠△…福祉系居宅サービスと地域密着

型サービスは、医療系居宅サービ
スと併せて利用する場合に該当

⿠※…訪問看護を利用した場合に該当
【対象外のサービス】
　グループホーム、特定施設入居者生活
介護、地域密着型特定施設入居者生活
介護、福祉用具貸与は介護予防サービ
スを含め医療費控除の対象外です。ま
た、居宅サービスの訪問介護のうち「生
活援助が中心」の場合も医療費控除の
対象外となります。

【注意事項】
①特別な居住費や食費は、対象となりません。
②介護医療院、短期入所療養介護（ショートステ
イ）や通所リハビリテーションなどの医療系サ
ービスは、その症状に応じて一般的に支出さ
れる水準を著しく超えない部分の金額につい
て対象となります。
③保険金などで補塡（ほてん）される金額は、対
象費用から除いて計算します。
④医療費控除について詳しくは、深川税務署（☎
23-2191）または税務財政課課税係（9番窓口
／☎26-2166）へ問い合わせしてください。

介護保険料と社会保険料控除介護保険料と社会保険料控除
　支払った介護保険料は、所得税や市民税・道民税を計算する際の社会保険料控除になります。
　ただし、年金から天引きしている介護保険料は、本人以外の社会保険料控除にはなりませんので、
注意してください。
　障がい者控除対象者認定書については、広報ふかがわ2025年12月号の９ページをご覧ください。

問合先　高齢者支援課介護保険係（�番窓口／☎26-2238）問合先　高齢者支援課介護保険係（�番窓口／☎26-2238）

就
学
援
助
の
申
請

　

経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
家
庭
に
、子
ど

も
の
就
学
に
必
要
な
学
用
品
費

な
ど
を
援
助
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法　
小
･
中
学
校
、学

務
課
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
た
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
各
学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い（
詳
し
く
は
、学
校
か
ら
お
知
ら

せ
し
ま
す
）。

▼
申
請
期
限　

４
月
10
日
㈮
ま

で　

※
申
請
は
期
限
後
も
受
け

付
け
ま
す
が
、申
請
が
遅
れ
る
と

支
給
額
が
少
な
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
問
合
先　
学
務
課
学
校
教
育
係

（
㉘
番
窓
口
／
☎
２
６
・
２
３
３

２
）

0809

採
用
・
募
集

健
康
・
福
祉
・
医
療

教
育
・
仕
事

採
用
・
募
集

　

健
康
・
福
祉
・
医
療

　

税

・

年

金

　 税

・

年

金

暮

ら

し

暮

ら

し

　

教
育
・
仕
事

　



北
育
ち
元
気
塾
受
講
生
募
集

　
農
業
の
基
礎
的
な
知
識
や
技
術

な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ「
北
育
ち
元
気

塾
」の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

▼
受
講
期
間　

４
月
～
令
和
10

年
２
月（
全
14
回
）

▼
場
所　

北
空
知
管
内
２
農
協

ほ
か

▼
対
象　

農
業
従
事
５
年
以
内

の
方
、農
業
研
修
生

▼
定
員　
20
人（
先
着
順
）

▼
研
修
内
容　

水
稲
栽
培
の
基

本
技
術
、土
壌
管
理
・
病
害
虫
防

除
の
基
礎
、作
業
機
の
仕
組
み
、

組
合
員
勘
定（
ク
ミ
カ
ン
）制
度
、

視
察
研
修
ほ
か

▼
受
講
料　
無
料

▼
申
込
期
限　
３
月
13
日
㈮
ま
で

▼
申
込
・
問
合
先　

Ｊ
Ａ
き
た

そ
ら
ち
農
業
振
興
部
営
農
企
画
課

（
☎
２
６
・
０
１
３
４
）

技
能
検
定
試
験

▼
実
施
職
種　

造
園
、と
び
、建

築
板
金
、建
築
塗
装
、左
官
な
ど

▼
受
験
資
格　

１
級
…
７
年
以

上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
方
、ま

た
は
２
級
取
得
後
実
務
経
験
が

２
年
以
上
の
方
／
単一等
級
…
３

年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る

方
／
２
級
…
２
年
以
上
の
実
務

経
験
を
有
す
る
方
、ま
た
は
３
級

を
取
得
し
た
方
／
３
級
…
検
定

職
種
従
事
者
、ま
た
は
該
当
す
る

科
目
で
職
業
訓
練
校
・
高
等
学

校
・
短
期
大
学
・
大
学
・
各
種（
専

修
）学
校（
厚
生
労
働
大
臣
指
定

に
限
る
）の
在
校
生

▼
申
込
期
間　

４
月
６
日
㈪
～

17
日
㈮

▼
そ
の
他　
経
験
年
数
の
短
縮
・

免
除
お
よ
び
実
施
職
種
、受
検
手

数
料
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
・
問
合
先　
商
工
労
働
観

光
課
商
工
労
政
係（
㉕
番
窓
口
／

☎
２
６
・
２
２
６
４
）／
空
知
地
方

技
能
訓
練
協
会（
☎
０
１
２
５
・

２
４
・
１
８
８
０
）

空き家・空き地バンク
詳しい情報は市ホームページ、または建築住宅課建築係で閲覧できます。

物件� 地区 深川・一已 納内 音江 多度志
賃
貸
アパートほか 95件 0件 3件 0件
戸建て住宅 5件 1件 2件 0件
土地 1件 0件 0件 0件

売
買
アパートほか 1件 0件 0件 0件
戸建て住宅 11件 0件 1件 2件
土地 42件 13件 14件 3件

●登録・問合先　建築住宅課建築係（㉒番窓口/☎26-2323/N22-
8134）　※空き家・空き地登録申請は、随時受け付けています。

あなたを求めています� ハローワーク深川・求人情報
職種 事務 販売・�

営業 製造 運転 医療 社会�
福祉 建設 サービス

件数 32 22 34 36 44 48 37 63

☆このほかにも求人がありますので、来所の上相談してください。
☆問合先 ハローワーク深川（☎23-2148）
☆ハローワークインターネットサービス	 	
https://www.hellowork.mhlw.go.jp

リチウムイオン電池リチウムイオン電池によるによる火災に注意！火災に注意！

問合先　消防署予防課予防係（☎22-2814）問合先　消防署予防課予防係（☎22-2814）

火災を防ぐための注意点火災を防ぐための注意点
⚠強い衝撃を与えない
⚠高温の場所に放置しない
⚠水に濡らさない
⚠使用中や充電中に異常を感じた場合
は使用を中止する
⚠充電は指定の充電器で行う　など

こんな時は危険こんな時は危険
⚠膨らみ、変形している
⚠過去に落下させたことがある
⚠充電中や使用中に発熱することがある
⚠充電できないなど不具合がある　など

万が一、発火した場合万が一、発火した場合
⚠周囲の安全を確保し、可能であれば消火器や大量の
水で消火してください。
⚠危険を感じた場合は、119番通報してください。

廃棄方法についてのお願い廃棄方法についてのお願い
⚠可燃ごみや不燃ごみには出さないでください。
⚠廃棄方法は、市民生活課環境衛生係（7番窓口／
　☎26-2444）に問い合わせしてください。

　モバイルバッテリーや携帯電話、電動工具、電子たばこなどに使用されているリチウムイオン電池は、誤った使
用方法や不適切な廃棄により発火・爆発事故が発生するおそれがあります。リチウムイオン電池が原因とみられ
る火災が、全国的に増加していますので注意してください。
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採
用
・
募
集

健
康
・
福
祉
・
医
療

税

・

年

金

暮

ら

し

教
育
・
仕
事


